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年金信託部 

 

【厚生年金基金】 

指定基金の指定および健全化計画に関する改正 

 

本日、標記に関する以下の政令・通知が発出されました。 

 厚生年金基金令の一部を改正する政令 

 「厚生年金基金に係る厚生年金保険法第百七十八条の二に基づく厚生労働大臣の指定及

び健全化計画の承認について」の一部改正について 

 当該改正は、先般実施されました財政運営基準等の見直しに関するパブリックコメントを受

けて改正されるものです。 

＜ご参考・財政運営基準等の見直しに関するパブリックコメントの内容＞ 

 平成２３年７月１４日配信の PENSION NEWS Ⅱ．２．(4)指定基金の指定要件等の見直し 

 平成２３年１０月６日配信の PENSION NEWS Ⅱ．(7)指定基金健全化計画承認基準の見直し 

 

 内容は次頁以降のとおりです。 

  

住住信信  年年金金情情報報  

  ＰＰＥＥＮＮＳＳＩＩＯＯＮＮ  ＮＮＥＥＷＷＳＳ  
（平成２３年１１月１６日）  

東日本大震災における被災地域の皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げますとともに、一

日も早い復興をお祈り申し上げます。 

 

http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/pen-news/111116seirei.pdf
http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/pen-news/111116tuuti.pdf
http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/pen-news/111116tuuti.pdf
http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/pen-news/110714pnpasdkm.pdf
http://www.smtb.jp/business/pension/pamail/pen-news/111006pnpasdkm.pdf
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Ⅰ．主な改正内容  

 １．指定対象基金 

改正後 改正前 

次のいずれかに該当する場合 

① ３事業年度連続で純資産額が最低責任準備

金の９割を下回った場合 

② 直近の事業年度で純資産額が最低責任準備

金の８割を下回った場合 

３事業年度連続で純資産額が最低責任準備金の

９割を下回った場合 

２．健全化計画の前提 

（１）最低責任準備金の予測に用いる利回り 

改正後 改正前 

厚生年金の直近の財政見通しに用いられている

予定運用利回り 

（厚生年金の運用利回りが確定している年度

は、実績を用いること） 

次のいずれかを用いる 

① 厚生年金の直近の財政見通しに用いられて

いる予定運用利回り 

② 年金特別会計の厚生年金勘定に係る積立金

の運用利回りについての直近の過去５事業

年度の実績の平均 

（２）基金の年金資産の見通しに用いる利回り 

改正後 改正前 

次のいずれか大きい率を上回らないもの 

① 基金の運用利回りの過去５事業年度の実績

の平均 

② 計画作成時における最低積立基準額算定に

用いる予定利率 

③ 厚生年金の直近の財政見通しに用いられて

いる予定運用利回り 

【厚労省確認事項】 

 ②は、0.8～1.2の掛目を乗じている場合は

乗じた後の率を使用可。 

直前の財政計算で用いた予定利率を上回らない

もの 

 

 

 

＜参考：厚生年金の直近の財政見通しに 

用いられている運用利回り(単位：％)＞ 

年度 H24 H25 H26 H27 H28 

利回り 2.03  2.23  2.57  2.91  3.39  

年度 H29 H30 H31 H32～ 

 

利回り 3.65  3.85  4.00  4.10  
 

（３）加入員数の見込み 

改正後 改正前 

過去５事業年度の実績を用いて適切に見込むこ

と 

－（規定なし） 

３．健全化計画の提出期限 

改正後 改正前 

指定年度の２月末日までに管轄の地方厚生（支）

局提出すること。なお、２月末日までに提出す

ることが困難な場合には、その旨を地方厚生

（支）局長に報告し、遅くとも、指定年度の翌

年度の９月末日までに提出すること。 

指定年度の２月末日までに管轄の地方厚生（支）

局長に提出すること 



 

The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd P. 3 / 5 

 

 ４．健全化計画の承認 

改正後 改正前 

厚生労働大臣は、指定基金からの申請に基づき、

健全化計画による具体的措置の実施が見込ま

れ、基金の財政の健全化が見込まれる場合には、

健全化計画の承認を行うものとする。 

「基金の財政の健全化が見込まれる場合」とは、

例えば指定年度の前年度に比べて、健全化計画

の最終年度における最低責任準備金に対する純

資産額の比率が上昇すること。 

厚生労働大臣は、指定基金からの申請に基づき、

指定年度の３月末日までに健全化計画の承認を

行うものとする。 

 

５．健全化計画の変更 

改正後 改正前 

下記①から③に該当するなどにより、財政を健

全化することが困難と見込まれるに至った指定

基金は、健全化計画を新たに作成し、厚生労働

大臣に対し、健全化計画の変更の承認を申請す

る必要がある。 

① 健全化計画書における前提が、著しく異な

るに至った場合、又はその後の状況変化に

より財政悪化の方向へ乖離した場合 

② 健全化計画に基づく措置を講ずることが、

困難な状況が生じた場合 

③ 設立母体の経営状況に著しい変化が生じた

場合 

厚生労働大臣が指定基金に対して、期限を定め

て健全化計画の変更を求めることがある。 

下記①から④に該当する場合、変更を必要とす

る。 

① 健全化計画書における前提が、著しく異な

るに至った場合、又はその後の状況変化に

より財政悪化の方向へ乖離した場合 

② 健全化計画に基づく措置を講ずることが、

困難な状況が生じた場合 

③ 設立母体の経営状況に著しい変化が生じた

場合 

④ その他、厚生労働大臣が必要と認める場合 

期限は、厚生労働大臣による変更の求めがあっ

た日の翌日から起算して３ヶ月後の日が属する

月の末日。 

 

 ■健全化計画の作成にあたっての留意事項が以下のとおり明記されました。 

 具体的措置を実施すること及び実施時期について、代議員会の議決を経た上で記載すること

を原則とするが、基金及び設立母体の実情や、具体的措置を実施するために必要な期間等を

考慮し、それらの見込みについて記載することは差し支えない。 

ただし、見込みを記載する場合であっても、健全化計画は、あくまでも、基金の財政の健全

化を図ることを目的としたものであることに十分留意すること。 

■健全化計画書の様式（別添様式２）のうち以下の事項が削除され、添付書類が簡素化され

ました。 

１．財政に関する事項 

２．業務に関する事項 

３．歴代代議員・理事等名簿 

４．財政状況の経緯と現行のままでの財政見通し 
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 なお、以下の取扱いは従前から変更はありません。 

 指定の解除の基準（「指定年度の１２月末日時点で純資産額が最低責任準備金の９割以上」

または「指定年度以降の決算で純資産額が最低責任準備金の９割以上」） 

 財政の健全化の目標（最低責任準備金の９割を最低限確保すること） 

 

Ⅱ．すでに指定基金に指定されている基金の取扱い 

 平成２２年度以前に指定基金に指定され、健全化計画を実施中の基金については、改正後

の健全化計画通知に基づく内容に変更した計画を、平成２４年２月末日までに管轄の地方

厚生（支）局長に提出する必要があります。（平成２４年２月末日までに提出することが

困難な場合は、その旨を地方厚生（支）局長に報告し、遅くとも、平成２４年９月末日ま

でに提出することとされています。） 

 

Ⅲ．その他 

上記の他、厚生労働省から以下の確認を得ています。 

確認事項①（回復計画との関係） 

 指定基金が非継続基準における回復計画を作成する場合は、健全化計画と同じ前提で作成

する必要がある。 

確認事項②（指定基金の公表） 

 平成２３年度に指定基金に指定される基金名は、厚生労働省ＨＰに掲載するなどにより 

１１月末日を目途に公表する予定。 
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３事業年度連続で

純資産額が最低責任準備金
の９割未満

指定基金に指定

＜指定時期：１１月末日まで＞

指定年度の１２月末で

純資産額が最低責任準備金
の９割未満

指定基金の対象外

Yes

指定の解除

決算で

純資産額が最低責任準備金
の９割未満

No

Yes

四半期健全化計画実施報告書の提出

＜提出期限：各四半期翌月の１５日＞

No

No

Yes

決算で

純資産額が最低責任準備金
の９割未満

No

Yes

直近の事業年度で

純資産額が最低責任準備金の

８割未満

No

Yes

指定の解除

指定の解除

（以上、指定年度対応事項）

（以下、指定年度の翌年度以降対応事項）

四半期健全化計画実施報告書の提出

＜提出期限：各四半期翌月の１５日＞

健全化計画実施年次報告書の提出

＜提出期限：各年度９月末＞

健全化計画書の提出

＜提出期限：２月末日（困難な場合は翌年度の９月末日）＞

 

参考：指定基金のフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


